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2022年3月22日
神戸市経済観光局 海外ビジネスセンター

所 長 今 井 俊 幸
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外国人就労者の主な区分

◇高度人材（専門的・技術的分野）
一般的な就労の在留資格、大卒外国人等が卒業後に日本で就職する場合に適用される在留資格。
「技術・人文・国際業務」が代表的な在留資格。

◇技能実習生
本国への技術移転を目的とする在留資格、在留期間は最大5年、3年経過後に
新たな在留資格である「特定技能」への移行が無試験で可能。
※農漁業、建設、製造、清掃、介護など8５職種1５６作業が対象

◇特定技能
2019年4月に創設された新たな在留資格、14業種の技能職を対象に5年間で
最大約35万人を受入れる。（約38,000人 2021年12月現在）

◇アルバイト（主として留学生）
週28時間を限度にアルバイトが可能、学生の多くがアルバイトに従事している。
（風俗業以外可能）



在留外国人の現状（2021年6月末）

全国

総数
高度人材

（専門・技術）
技能実習生 留学生

286万人 42万人 40万人 28万人

※法務省公表ベース（2021年6月末）

神戸市 47,488人 3,925人 1,779人 6,587人

兵庫県 113,772人 10,953人 12,166人 8,877人

※兵庫県法務省公表ベース（2021年6月末）、神戸市住民登録ベース（2021年9月末）
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外国人のための合同企業就職説明会

2017年度 7月5日 企業20社 留学生240名
2018年度 6月28日 企業33社 留学生540名
2019年度 6月22日 企業41社 留学生473名
2020年度 6月24,25日 企業20社 留学生510名
2021年度 6月23,24日 企業25社 留学生890名

※ 2020、2021年度はコロナ禍に伴いオンライン開催

日時：2022年6月22日（水）
場所：神戸サンボーホール（神戸市中央区浜辺通５）

内容：企業40社、留学生500人を予定
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2014年度より、企業向けに外国人材の受入に関するポイントや雇用管理
セミナーを実施するとともに、留学生とのワークショップの開催や各学校
へ出向いての就職活動セミナーやエントリーシート記入セミナー、模擬面
接等を実施している。

グローバル人材ワーキング
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ＫＯＢＥグローバル人材アライアンス

2019年9月よりスタートした高度外国人就職紹介に実績のある人材紹介会
社を神戸市に登録し、地元企業との橋渡しを行う制度。（自治体では全国初）

社名

エスハイ㈱
G.A.コンサル

タンツ㈱
㈱ｼﾞｪｲ ｴｲ ｼｰ

ﾘｸﾙｰﾄﾒﾝﾄ ㈱ジェイサット ㈱パソナ ㈱リード・エス

概要

ベトナム現地の大
手人材会社、日
本語教育に強み

ベトナム中心の人
材会社、現地大
学とのパイプに強
み

東証一部上場の
人材会社、高度
専門人材の紹介
に強み

ミャンマー専門の
人材会社、日本
語教育に強み

東証一部上場の
大手人材会社、
外国人材の採用
イベントに強み

中国(上海)発祥
の人材会社、派
遣事業に強み

本社所在地
ホーチミン
（ベトナム）

東京都渋谷区 東京都千代田区
ヤンゴン

（ミャンマー）
東京都千代田区

上海
（中国）

対象国
/地域

ベトナム

ベトナム
ミャンマー
インドネシア
香港

イギリス、ドイツ、
シンガポール、マ
レーシア、インド
ネシア、タイ、ベト
ナム、インド、中
国、香港、韓国

ミャンマー

中国、アメリカ、
韓国、シンガポー
ル、ベトナム、な
ど幅広く対応可
能

中国
ベトナム
インドネシア
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海外ビジネスミッションに併せて、現地大学生とのワークショップの実施
○海外大学との交流

2017年度 ハノイ工科大学(ベトナム)、インドネシア大学・リア外国語大学(インドネシア)

2018年度 タンリン工科大学(ミャンマー)、ホーチミン工科大学(ベトナム)
2019年度 ハノイ貿易大学、ダナン大学（ベトナム）

○海外の日本語教育・技能実習生送出し機関との交流、情報交換
2018年度 Ｊ－ＳＡＴ(ミャンマー)、ＥＳＵＨＡＩ(ベトナム)
2019年度 ＣＥＯサービス開発、ＥＫ国際栄進アライアンス（ベトナム）

海外大学等との交流事業
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在留資格相談サービス（企業向け）

神戸入管や兵庫県行政書士会等と連携し、地元企業に対して
タイムリーなセミナーを実施
・入管法改正（特定技能）セミナー
・技能実習生の受入に関するセミナー
・外国人雇用管理セミナー

海外ビジネスセンターの登録アドバイザー(行政書士等)に
よる個別相談の実施

技能実習制度、特定技能についての情報提供
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外国人の
就労状況

神戸市の
外国人就労

支援策

企業のため
の外国人

雇用手続き
ガイド

外国人雇用
関係機関の
リンク集

企業経営者・採用担当者の皆様へ

中小企業のための外国人雇用ガイド

外国人採用について分かり易く解説したホームページを開設

http://www.kobe-obc.lg.jp
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外国人に対する神戸での就労情報発信サイト
Work in KOBE （英語、日本語で同時配信）

https://workinkobe.lg.jp/
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日本語指導が必要な
外国人児童生徒等への支援

神戸市教育委員会事務局学校教育部学校教育課

令和４年３月22日



なぜ、日本語指導が必要か？

法令等の整備

平成26年 日本語指導における「特別の教育課程」としての編成・実施が制度化

平成28年「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実方策について」

★教育・指導の充実★体制整備★教員配置★人材養成

平成29年「教員採用等の改善に係る取組について（通知）」

★専門性として「外国人児童生徒等に対する教育支援」が明示

平成29年 「新学習指導要領」「総則」

★特別な配慮の一つに「日本語習得に困難」が挙げられる

１．国の動き 外国人児童生徒に対する日本語指導の推進へ



なぜ、日本語指導が必要か？

不足する労働者の人材確保に外国人労働者が求められる

法令の整備

平成31年「入管法及び難民認定法等の一部を改正する法律」が
成立し施行

来日する外国人労働者の増加⇒その家族も増加

２．その背景



神戸市の外国人数（住民登録）

令和４年１月現在 ４７，０４４人

①韓国・朝鮮 １５，３５０人

②中国 １２，３７０人

③ベトナム ７，８１５人

④ネパール １，５４０人

⑤フィリピン １，３８８人

⑥台湾 １，２１３人

⑦アメリカ ９４２人

⑧インド ８５８人

⑨インドネシア ５００人

⑩ブラジル ４２５人

 以下、イギリス、タイ、カナダ、・・・



神戸市内の外国人児童生徒数

56か国1443人（R3.5現在）
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日本語指導が必要な児童生徒
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外国人児童生徒への支援

①子ども多文化共生サポーター（学校教育課）

来日3年未満の児童生徒本人や保護者への母語による支援として、

小・中学校へ支援員を派遣

・R2実績：80校、延べ3,421回

②ランゲージ支援員（学校教育課）

上記①の補完として、来日３年以上経過した日本語指導が必要な児童生徒に

対し、母語による支援として、幼・小・中・高へ支援員を派遣

・R2実績：62校、延べ2,063回

これまでの支援



外国人児童生徒への支援

③日本語指導教室（国際教室・母語教室）

アイデンティティの確立や日本語習得のため、母語や母文化の習得を

支援する支援員を、日本語支援センター校７校（本庄小・本山第二小・

こうべ小・港島学園前・御蔵小・真陽小・神陵台小）に派遣

・R2実績：延べ173回

これまでの支援



外国人児童生徒への支援

④小・中学校ＪＳＬ教室

学習言語の習得のため、日本語指導支援員を派遣

・小学校（７校：東灘小、本庄小、春日野小、中央小、山の手小、

兵庫大開小、駒ヶ林小）

授業中における日本語による教科指導

R2実績：延べ1,373回

・中学校（３校：神戸生田中・太山寺中・小部中）

放課後に、日本語の読む力・書く力の習得、高校受験に向けた学習指導

R2実績：延べ678回

これまでの支援



外国人児童生徒への支援

①児童生徒支援加配教員（日本語指導）
特に日本語指導が必要な児童生徒が多い小学校12校及び中学校７校に、
日本語指導に特化した教職員19名を加配措置

②教員の資質向上
教職員の資質・指導力の向上を図る研修講座を開催
※活動実績 令和元年度 開催日8/ 1（木） 受講教員数31名

令和２年度 開催日7/30（木） 受講教員数28名

これまでの支援（間接的なもの）



外国人児童生徒への支援

③地域・NPO外国人児童生徒支援団体との連携
外国人の日本語習得などを支援する市内のNPO等の民間14団体と、対象

となる子供達が在籍する小中学校との間で、学習支援等についての情報交換
会を実施

④就学支援ガイダンスの実施（県・市共同事業）
小・中学生とその保護者を対象に、中学や高校進学に向けての就学支援ガ

イダンスを開催。受験制度の概要・手続きなどの説明、外国人の先輩による
体験談の発表や個別相談を実施。

これまでの支援（間接的なもの）

今後は加えて

各学校での「特別の教育課程」実施を拡大



「特別の教育課程」とは

児童生徒が、学校生活を送ったり教科等の授業の内容を理解した
りする上で必要な日本語の指導を、在籍学級の教育課程の一部の時
間に替えて、在籍学級以外の教室で行う教育の形態。学校教育法施
行規則第56条の２、第56条の３、第79条、第108条第１項、第132

条の３（平成26年4月１日に学校教育法施行規則の一部改正）に基
づく。

今年度の特別の教育課程実施（令和3年5月現在）
神戸市立小中学校から ８９校 ４４１人の児童生徒

日常会話 学習言語



「特別の教育課程」を実施することの意義

①公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関
する法律の一部改正（平成29年）
日本語能力に課題のある（要日本語指導）児童生徒のための基礎定数

の新設 ※要日本語指導児童生徒＝特別の教育課程を行う児童生徒

児童生徒18人につき教員1名を定数配置

②日本語がわからずに困っている児童生徒に何ができるか！

来日したばかりで日本語が全く分からない。
来日数年たっていても字が読めない、書けない。
日常会話はできていても授業の内容（学習言語）がわからない。

⇒そうした困っている子供たちを救う手段が、「特別の教育課程」



「特別の教育課程」実施拡大に向けて

「こども日本語サポートひろば」を設置

１．児童生徒の受け入れ相談

※外国人児童生徒が転入することになれば、まずは学校教育課へ子
サポ等の派遣について相談。その後「ひろば」に連絡。

ひろばでは・・・

①日本語のレベルチェック（母語の学習履歴と*DLA）

②「特別の教育課程」のための個別の指導計画等作成の指導助言

③日本語学習に関する相談

＊DLA（外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント）‥日本語能力の測定評価法



２．日本語指導員（日本語指導の有資格者）の派遣

①日本語指導についての助言、提案（ICT活用を含む）

②示範授業の実施

「特別の教育課程」実施拡大に向けて

「こども日本語サポートひろば」を設置



示範授業の様子



２．日本語指導員（日本語指導の有資格者）の派遣

①日本語指導についての助言、提案（ICT活用を含む）

②示範授業の実施

③双方型オンライン学習の実施

「特別の教育課程」実施拡大に向けて

「こども日本語サポートひろば」を設置



双方型オンライン授業の様子



２．日本語指導員（日本語指導の有資格者）の派遣

①日本語指導についての助言、提案（ICT活用を含む）

②示範授業の実施

③双方型オンライン学習の実施

④教材の紹介

３．ランゲージコーディネーターの派遣（中国語・ベトナム語）

①学校や家庭との架け橋としての通訳、翻訳作業

②児童生徒や保護者の悩み事相談

「特別の教育課程」実施拡大に向けて

「こども日本語サポートひろば」を設置



４．日本語指導に関する研修の推進

①研修会の運営及び日本語指導に関する研究

②推進教員の育成

③動画教材の作成と配信（兵庫教育大と共同で動画教材を作成中）

ひろりん さぽたん

外国人児童生徒等の
レベルに応じた日本
語指導を進める

児童生徒・保護者・
学校の困り感に対応
する

「特別の教育課程」実施拡大に向けて

「こども日本語サポートひろば」を設置



５．スタッフ（総勢10名 現在9名） ＊印は日本語指導の有資格者

・ひろば長‥ひろばの総括

・*ICT推進担当係長‥兵教大との連携、オンライン授業の推進

・*チーフコーディネーター‥日本語指導の総括 受け入れ支援

・*コーディネーター‥日本語指導の総括 受け入れ支援

・*日本語指導員（4名）‥日本語指導についての助言、提案

示範授業、教材の紹介

・ランゲージコーディネーター(2名)‥学校と家庭の架け橋としての

通訳・翻訳、児童生徒や保護者の相談

「特別の教育課程」実施拡大に向けて

「こども日本語サポートひろば」を設置







令和 4年度 当初予算案 0 5 1

外国人が住みよい地域づくり

留学生による外国人児童生徒等の支援
・言語的な支援のみならず、児童生徒の文化等を理解した

留学生を、学校生活への早期適応等を図る
「ランゲージ支援員」として起用

・母語・母文化を通じた交流や児童生徒の学習支援

在住外国人支援体制の充実
・在住外国人支援団体等のネットワーク化を進めるための

「（仮称）多文化共生コーディネーター」の配置
＜令和４年４月より＞
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